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平成12年 ６月 相談受理体制の効率化等の観点から、児童相談所からは独立した機関として川崎市内に設置。
平成21年10月 運用開始となった児童相談所全国共通ダイヤルについて、夜間の受理窓口（市内全域）としての業務を追加（※）

※ 平成27年７月 189運用開始以降も、同業務を継続。

○体制
児童虐待・子育て等電話相談員（非常勤職員）計13名。
日勤（午前９時～午後５時） ：５人
夜勤（午後５時～翌午前９時）：８人

○職員の資格要件
①児童福祉法第13条第２項各号に規定する児童福祉
司たる資格を有する者

②児童福祉業務に豊富な経験を有する者
③上記①②に掲げた者に準ずる能力を有するとこども
家庭センター所長が認めた者

４ 参考４ 参考

全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数
年間（平成25年度）73,802件 １児相当たり３５４件 １日当たりで見ると０．９７件

※仮に相談件数を２倍にしてみると、１児相当たり１日２件程度
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フリーダイヤル
（１０桁）

24時間対応

夜間のみ※
（市内全域）

川崎市児童虐待防止センター

○ 相談を受理した職員は、以下のとおり
緊急性を判断して対応。

＜緊急性の判断と対応＞
① 明らかに虐待と判断できるなど即対応を要
する場合は、相談者の住所地を管轄する市内
の児童相談所に速やかに連絡（虐待通告として）。

② ①以外の場合は、後日、相談記録を相談者
の住所地を管轄する市内の児童相談所に送付。

※ 判断に迷う場合については、児童相談所に連絡・協議の上

対応。

【相談内容】
・子どもの面倒を見たくない、たたいてしまいそう
・子どもが虐待を受けたことがあり、またされそうだ
・家族の虐待を止めさせたい、虐待をしているようだ
・子どもをどなってしまう等、暴言を言ってしまう
・虐待の疑いのある子どもを見た、情報を聞いた 等

○ フリーダイヤル（24時間対応）又は
189（夜間のみ）による相談を一元的に
受理。 児

童
相
談
所

①の場合
速やかに連絡

②の場合
後日、相談記録

を送付

※昼間帯は
各児童相談所に
おいて受電


